
  平成18年3月13日  株式会社ライブドア 代表取締役  山 崎 徳 之                         （証券コード4753 東証マザーズ） 問い合わせ先        経営企画管理本部担当執行役員副社長  落 合 紀 貴  （TEL 03‐5788‐4753）  証券取引等監視委員会による当社刑事告発に関するお知らせ 
 本日、当社ならびに当社元代表取締役堀江貴文氏ら５名は、証券取引等監視委員会により、証券取引法違反（虚偽有価証券報告書提出）の嫌疑で東京検察庁に告発されました。 証券取引等監視委員会が、当社等に嫌疑があるとした事案の概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当社といたしましてはこのような事態を厳粛に受け止め、今後におきましては、内部管理体制の一層の充実・強化をはかり、再発防止に全力で取り組んでまいります。  以上 

[事案の概要] 犯則嫌疑者堀江貴文ら 5 名は、共謀の上、㈱ライブドアの業務に関し、同社の平成 15年 10月 1日から平成 16年 9月 30日までの連結会計年度につき、同年 12月 27日、関東財務局長に対し、同年度に連結経常損失が 3億 1278万円発生していたにもかかわらず、売上計上の認められないライブドア株式売却益 37億 6699万円を売上高に含め、㈱ロイヤル信販及び㈱キューズ・ネットに対する架空売上 15億 8000万円を計上するなどして連結経常利益を50億3421万円として記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した。 
 


